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議案第 59号 
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議案第 63号 

町道鳥津国道線道路新設工事請負契約の締結について 

町道仁田之浜地区内 1号線道路新設工事請負契約の締結につい
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町道塩成港線道路改良工事請負契約の締結について 
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再開宣告（10時 00分） 

○議長（小泉和也） おはようございます。これより、伊方町議会第 65回定例会を再開いたしま

す。欠席議員は、竹内一則議員 1名であります。定足数に達しております。 

 よって、本会議は成立いたしました。 

  

議事日程報告 

○議長（小泉和也） 「議事日程報告」を行います。本日の議事日程は、お手元に配布してあると

おりであります。それにしたがいまして、議事を進めてまいります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（小泉和也） 日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、21日の本会議と同様、3番 高月芳人議員、4番 木嶋英幸議員を指名いたし

ます。 

 

議案第５８号 

○議長（小泉和也） 日程第 2「町道鳥津国道線道路新設工事請負契約の締結について」議案第 58

号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 

〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 58号 町道鳥津国道線道路新設工事請負契約の締結について、提

案理由をご説明いたします。 

本路線は、瀬戸内側の集落を連結している県道鳥井喜木津線の鳥津地区付近より、町の連携軸と

なっている国道 197号とをアクセスする全長約 1.4㎞の新設道路で、道路ネットワークの多重化を

図り、防災機能を強化することにより、安心・安全な生活環境を構築することを目的に整備するも

のであります。 

今回、計画いたします工事の概要は、全体計画延長、約 1.4㎞の内、国道 197号との接続部より

瀬戸内側へ約 470ｍ地点付近を中心に、185ｍ区間の工事を実施するもので、主な工種として、補強

土壁工 34.2ｍ、ブロック積擁壁工 59.6ｍ、張コンクリート擁壁工 39.7ｍの建設にて道路を延伸し、

同時に発生する土砂にて土捨場Ｄの盛土工区を施工する計画とし、別添図面の赤色で表記しており

ます部分のとおり実施するものです。 

去る 5月 31日に制限付一般競争入札を実施した結果、有限会社竹場建設が、8,470万円で落札し

たものでございます。 

なお、工期につきましては、令和 4年 3月 10日を予定しています。 
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以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 58号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 58号「町道鳥津国道線道路新設工事請負契約の締結について」は、原案のとお

り可決されました。 

 

 

議案第５９号 

〇議長（小泉和也） 日程第 3「町道仁田之浜地区内 1号線道路新設工事請負契約の締結について」

議案第 59号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 

〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 59号 町道仁田之浜地区内 1号線道路新設工事請負契約の締結に

ついて、提案理由をご説明いたします。 

 本路線は、集落内における有事の際の救援活動を可能とし地域の防災能力を強化することにより、

安全・安心な生活環境を構築することを目的に整備するものであります。 

今回、計画いたします工事の概要は、延長 160ｍの道路新設として、ブロック積擁壁工 506㎡、

水路工 157ｍ、ガードレール 152ｍ、舗装工 715㎡など、別添図面の赤色で表記しております部分

のとおり実施するものです。 

 去る 5月 31日に制限付一般競争入札を実施した結果、有限会社堀保組が、5,368万円で落札した

ものでございます。 

 なお、工期につきましては、令和 4年 3月 10日を予定しています。 

 以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 59号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 59号「町道仁田之浜地区内 1号線道路新設工事請負契約の締結について」は、

原案のとおり可決されました。 
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議案第６０号 

○議長（小泉和也） 日程第 4「町道塩成港線道路改良工事請負契約の締結について」議案第 60

号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 

〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 60号 町道塩成港線道路改良工事請負契約の締結について、提案

理由をご説明いたします。 

本路線は、塩成地区旧国道から塩成漁港に至る、全長約 1ｋｍの町道で、漁港にアクセスする唯

一の路線であり、漁業振興に欠かせない路線であるとともに、地域防災計画における主要道路にも

位置づけられている重要な生活道路でありますが、線形不良及び幅員狭小による離合困難にて交通

に支障を来たしている状況であります。 

これらを解消するため、今回計画いたします改良区間は、東防波堤付近から中ノ浜物揚場付近ま

での全長 290ｍ区間の内、222.7ｍ区間の護岸上部を主体に実施するものであります。 

主な工事概要は、工区中間位置より終点側(狩浜方向)に向けて護岸工 97.1ｍ、ブロック積擁壁工

119㎡及び起点側(振の浜方向)の側溝工 90ｍ、舗装工 513㎡などを施行する計画で、別紙図面の赤

色で表記しております部分のとおり実施するものです。 

去る 5月 31日に制限付一般競争入札を実施した結果、藤川建設有限会社が、5,170万円で落札し

たものでございます。 

なお、工期につきましては、令和 4年 3月 10日を予定しています。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 60号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 60号「町道塩成港線道路改良工事請負契約の締結について」は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

議案第６１号 

○議長（小泉和也） 日程第 5「町道宇和海線道路防災工事請負契約の締結について」議案第 61

号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 
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〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 61号 町道宇和海線道路防災工事請負契約の締結について、提案

理由をご説明いたします。 
本路線は、伊方地域境界から三崎地域境界までの宇和海側を走る、全長約 14.4ｋｍの町道で、集

落間を接続する主要幹線であり、主要物流経路及び地域防災計画における主要道路にも位置付けら

れている重要な生活道路でありますが、山側斜面の変状と一部崩壊により既存の幅員が減少してお

り交通に支障を来たしている状況であります。 

この状況を解消するため、今回計画いたします区間は、川之浜地区と大久地区との中間付近の 50

ｍ区間で、コンクリート擁壁と落石防護柵を主体に対策工事を実施するものであります。 

主な工事概要は、重力式擁壁 50ｍ、落石防護柵 49ｍ、ブロック積擁壁 344㎡、排水工 50ｍを施

行する計画で、別紙図面の赤色で表記しております部分のとおり実施するものです。 

去る 5月 31日に制限付一般競争入札を実施した結果、藤川建設有限会社が 6,435万円で落札し

たものでございます。 

なお、工期につきましては、令和 4年 3月 10日を予定しています。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 61号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 61号「町道宇和海線道路防災工事請負契約の締結について」は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

議案第６２号 

○議長（小泉和也） 日程第 6「町道宇和海線道路改良工事（4工区）請負契約の締結について」

議案第 62号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 

〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 62 号 町道宇和海線道路改良工事（4 工区）請負契約の締結につ

いて、提案理由をご説明いたします。 

本路線は、伊方地域境界から三崎地域境界までの宇和海側を走る、全長約 14.4ｋｍの町道で、集

落間を接続する主要幹線であり、主要物流経路及び地域防災計画における主要道路にも位置付けら
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れている重要な生活道路でありますが、随所に線形不良及び幅員狭小による離合困難にて交通に支

障を来たしている状況であります。 

これらを解消するため、今回計画いたします区間は、塩成地区と川之浜地区の中間付近 82.8ｍ区

間の拡幅工事を実施するものであります。 

主な工事概要は、山側の拡幅工事を主体に、ブロック積擁壁工 551㎡、鉄筋挿入工 322本、落石

防護柵工 70ｍ、排水構造物工 80ｍ、舗装工 425㎡を施行する計画で、別紙図面の赤色で表記して

おります部分のとおり実施するものです。 

去る 5月 31日に制限付一般競争入札を実施した結果、藤川建設有限会社が、9,152万円で落札し

たものでございます。 

なお、工期につきましては、令和 4年 3月 10日を予定しています。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 62号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 62号「町道宇和海線道路改良工事（4工区）請負契約の締結について」は、原案

のとおり可決されました。 

 

 

議案第６３号 

○議長（小泉和也） 日程第 7「伊方町教育委員会委員の任命について」議案第 63号を議題といた

します。 

 議案を書記に配布させます。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（小泉和也） 町長 

〇町長（高門清彦） 議案第63号 伊方町教育委員会委員の任命について、提案理由をご説明いた

します。 

今回、提案を申し上げます西村美重氏は、伊方町湊浦に在住の方であります。 

同氏は、教員免許を取得されており、公立学校の講師として教育現場に従事した経験のある方で

ございます。 

また、小中学校にお子様が在学をしており、令和2年度には伊方小学校ＰＴＡ副会長、伊方町Ｐ

ＴＡ連合会理事として、ご自身がもつ様々な経験を存分に発揮され、伊方町の教育行政の発展のた

め、ご尽力いただきました。 
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このように卓越された豊富な経験と識見をお持ちの方でありますので、伊方町教育委員会委員に

ご就任いただくことが適当であると判断し、ご提案申し上げた次第でございます。 

ご同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 63号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 63号「伊方町教育委員会委員の任命について」は、原案のとおり同意されまし

た。 

 

 

選挙第７号 

〇議長（小泉和也） 日程第 8、選挙第 7号「伊方町選挙管理委員会委員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第 118条第 2項の規定に基づき、指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。お諮りいたします。指名の方法は、

議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）

異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しました。 

伊方町選挙管理委員会委員に、伊方町湊浦 政木吉久氏、伊方町九町 大橋伴久氏、伊方町三机 菊

岡喜一郎氏、伊方町松 宇都宮 幹吾氏、以上、4名の方々を指名いたします。お諮りいたします。 

 只今、議長において指名いたしました 4名の方々を伊方町選挙管理委員会委員の当選者とするこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、只今、指名いたしました、政木吉久氏、大橋伴久氏、菊岡喜一郎氏、宇都宮幹吾氏が伊

方町選挙管理委員会委員に当選されました。 

 

 

選挙第８号 

〇議長（小泉和也） 日程第 9、選挙第 8号「伊方町選挙管理委員会補充員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第 118条第 2項の規定に基づき、指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。お諮りいたします。指名の方法は、

議長において補充の順位を定めて指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 
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 よって、議長において、補充の順位を定めて指名することに決しました。 

伊方町選挙管理委員会補充員に、補充順位 1番 伊方町三崎 松本充範氏、補充順位 2番 伊方町

豊之浦 上田充宏氏、補充順位 3番 伊方町田之浦 山本桂二氏、補充順位 4番 伊方町大久 小野瀬

博幸氏、以上、4名の方々を指名いたします。お諮りいたします。 

 只今、議長において指名いたしました 4名の方々を伊方町選挙管理委員会補充員の当選者とする

ことにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、只今、補充順位順に指名いたしましたとおり、1番 松本充範氏、2番 上田充宏氏、3

番 山本桂二氏、4番 小野瀬博幸氏が伊方町選挙管理委員会補助員に当選されました。 

 

 

発議第２号 

〇議長（小泉和也） 日程第 10「伊方町議会会議規則の一部を改正する規則制定について」発議第

2号を議題といたします。 

 本件につきましては、6月 15日開催の議会改革特別委員会で協議確認されておりますので、提出

者の説明は、会議規則第 39条第 3項の規定により、これを省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認め、提出者の説明はこれを省略いたします。 

 これより質疑を省略し、討論を行います。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと

認めます。 

 これより、発議第 2号を採決いたします。お諮りいたします。原案のとおり、決定することにご

異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、発議第 2号「伊方町議会会議規則の一部を改正する規則制定について」は、原案のとお

り可決されました。 

 

 

議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 11「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。

議会運営委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例会までの閉会中の間、

所管事務のうち議会運営に関する事項等について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定いたしました。 
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原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 12「原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とい

たします。原子力発電対策特別委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例

会までの閉会中の間、原子力発電事業に関する事項について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定いたしました。 

 

 

議会改革特別委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 13「議会改革特別委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたしま

す。議会改革特別委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例会までの閉会

中の間、議会改革に関する事項について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定しました。 

 

 

閉会宣告 

○議長（小泉和也） これで、本日の日程はすべて終了いたしました。会議を閉じます。閉会にあ

たり町長から挨拶があります。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（小泉和也） 町長 

〇町長（高門清彦） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、会期中、慎重審議をいただきまして、ご提案を申し上げました全議案に対し

まして、ご議決を賜り誠にありがとうございました。 

会期中に議員各位から賜りましたご意見、ご要望等につきましては、率直に受けとめ、予算の執

行等につきましては慎重を期してまいります。 

また新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、引き続き、全庁一丸となって取り組ん

でまいる所存でございます。 

梅雨に入り、豪雨や土砂災害などの危険性が高くなる時期を迎えており、災害対策にも万全を期

してまいります。議員各位におかれましては、健康にご留意のうえ、町政発展のために、なお一層

のご尽力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。 
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誠にありがとうございました。 

〇議長（小泉和也） これをもちまして、伊方町議会第 65回定例会を閉会いたします。 

 お疲れ様でした。 

 

（閉会時間 10時 30分） 
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